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こ
の
条
例
は
「
世
羅
町

か
ら
暴
力
団
を
排
除
す
る

こ
と
で
安
全
で
平
穏
な
生

活
を
確
保
し
、
社
会
経
済

活
動
の
健
全
な
発
展
を
目

的
」と
す
る
。
こ
の
た
め
、

町
は
町
民
に
情
報
の
提
供

や
支
援
を
行
な
う
一
方
、

町
民
に
は
積
極
的
な
協
力

を
求
め
る
。

　

昨
年
施
行
し
た
「
世
羅

町
暴
力
団
事
務
所
等
の
開

設
の
防
止
に
関
す
る
条

例
」
と
併
せ
、
暴
力
や
暴

力
団
排
除
の
加
速
を
期
待

す
る
。

　

暴
力
団
排
除
条
例
の
質

疑
の
中
で
、
安
佐
長
秀
議

員
が
「
暴
力
団
関
係
の
業

者
も
下
請
け
で
工
事
を
し

て
い
る
」「
業
者
選
定
委

員
会
の
選
定
方
法
は
い
か

に
も
口
先
だ
け
」と
発
言
。

　

議
長
は
「
明
確
な
根
拠

が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
関
係

者
の
名
誉
を
傷
つ
け
町
民

か
ら
の
信
頼
を
損
ね
今
後

の
議
会
運
営
に
支
障
を
き

た
す
」
と
し
て
６
月
23
日

を
期
限
に
根
拠
と
な
る
書

類
の
提
出
を
指
示
。
議
会

運
営
委
員
会（
以
下
議
運
）

に
調
査
及
び
審
査
を
付
託

し
た
。

　

議
運
は
23
日
「
安
佐
長

秀
議
員
の
提
出
書
類
で
は

明
確
な
根
拠
と
判
断
で
き

な
い
」
と
報
告
。
全
員
協

議
会
で
は
、「
全
会
一
致

の
賛
成
と
す
べ
き
」
の
意

見
に
対
し
「
議
会
の
自
浄

力
を
発
揮
す
べ
き
」
の
意

見
が
あ
り
、
両
者
の
合
意

は
得
な
い
ま
ま
懲
罰
委
員

会
を
設
置
。

　

「
根
拠
の
な
い
発
言
で

関
係
者
の
名
誉
を
傷
つ

け
、
ま
た
、
議
会
の
信
用

を
失
墜
さ
せ
、
秩
序
を
損

ね
た
」と
の
事
由
に
よ
り
、

採
決
の
結
果
賛
成
多
数
で

「
戒
告
」
処
分
に
処
し
た
。

暴
力
団
排
除
条
例

議
員
に
戒
告

暴力団排除条例を議決
　

Ｈ
23
年
第
２
回
定
例
会
を
６
月
13
日
か
ら
23
日
ま
で
開
い
た
。
一
般
質
問
は
13
人
が
32

項
目
に
わ
た
り
、
町
政
の
課
題
と
執
行
の
理
念
を
質
し
た
。

　

本
会
議
に
は
、
報
告
議
案
な
ど
、
全
16
件
が
提
出
さ
れ
た
。
中
で
も
「
暴
力
団
排
除
条

例
」
は
、
広
島
県
が
Ｈ
23
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
た
の
を
受
け
、
県
内
市
町
で
２
番
目

の
制
定
と
な
る
。「
暴
力
団
事
務
所
等
の
開
設
の
防
止
に
関
す
る
条
例
」（
Ｈ
22
年
１
月
１

日
施
行
）
と
併
せ
、
安
心
安
全
の
ま
ち
づ
く
り
が
更
に
前
進
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
議
論
の
過
程
で
、
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
な
い
発
言
が
あ
り
、
町
民
や

関
係
業
者
の
名
誉
を
損
な
う
事
案
が
起
き
た
。
こ
れ
は
議
会
へ
の
、
負
託
を
裏
切
り
信
用

を
失
墜
さ
せ
る
行
為
と
判
断
し
、
懲
罰
委
員
会
を
設
置
。
審
査
の
結
果
「
戒
告
」
の
懲
罰

を
課
し
た
。

町が買い取った元組事務所
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暴力団排除条例を議決
　

15
日
の
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
の
主
な

も
の
は
、
老
朽
住
宅
除
却

事
業
、
災
害
地
職
員
派
遣

事
業
、
全
国
に
わ
か
笑
演

会
補
助
金
、
鶏
卵
生
産
流

通
体
制
整
備
事
業
、
宝
く

じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
事
業

等
と
※
国
保
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）
が
提
案
さ

れ
、
23
日
に
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
と
し

て
有
償
自
動
車
運
行
事
業

に
関
す
る
補
正
が
提
案
さ

れ
た
。

　
　
　

福
田
豪　

一
般
会

計
は
、
予
算
編
成

後
に
補
助
金
が
つ
い
た
た

め
、
町
民
の
要
望
に
応
え

る
面
で
一
定
の
理
解
を
す

る
が
、
さ
み
だ
れ
的
に
繰

り
返
さ
れ
る
の
は
、
財
政

判
断
を
あ
い
ま
い
に
す

る
。

　
　
　

町
長　

町
民
の
要

望
に
迅
速
に
応
え

る
に
は
、
適
正
な
時
期
に

補
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

補
正
予
算

QＡ

　

町
道
路
線
の
廃
止
・
認

定
・
変
更
は
そ
の
都
度
手

続
き
が
必
要
で
あ
る
が
、

現
実
に
は
、
さ
れ
な
い
で

残
っ
て
き
て
い
る
。
廃
止

４
件
、
認
定
４
件
、
変
更

５
件
が
提
案
さ
れ
た
。

　

共
通
す
る
主
な
も
の

は
、
国
県
道
の
改
良
工
事

や
、
圃
場
整
備
事
業
の
完

了
な
ど
が
要
因
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
今
回
の
認

定
で
は
、
尾
道
松
江
線
側

道
の
町
へ
の
引
き
継
ぎ
が

要
因
と
な
っ
た
も
の
も
含

ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

 

廃
止

町
道
路
線　

  　
　

認
定

　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　

変
更

　

Ｈ
22
年
度
予
算
の
内
、

年
度
後
半
に
な
っ
て
新
規

に
交
付
金
や
補
助
金
が
決

定
し
、
や
む
な
く
Ｈ
23
年

度
へ
繰
越
し
た
事
業
の
明

細
が
報
告
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
の
負
担
軽
減
策

と
し
て
地
方
税
法
が
改
正

さ
れ
た
。
世
羅
町
税
条
例

は
専
決
処
分
に
よ
り
対
応

し
た
。

　

さ
ら
に
、
世
羅
中
央
病

院
企
業
団
が
構
成
す
る

「
世
羅
中
央
病
院
」
と
「
く

い
市
民
病
院
」
の
合
併
に

伴
い
10
月
以
降
の
「
公
立

く
い
診
療
所
」
に
改
名
す

る
た
め
の
規
約
変
更
を
可

決
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

　

４
月
26
日
第
２
回
臨
時

議
会
を
開
会
。

　

主
な
議
案
は
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
者
を
受
け

入
れ
る
た
め
の
、
災
害
救

助
費
５
、４
０
０
万
円
の

補
正
。
こ
れ
に
よ
り
被
災

地
区
の
学
校
丸
ご
と
の
受

け
入
れ
の
改
修
工
事
費
を

計
上
す
る
。

　

ま
た
、
昨
年
７
月
豪
雨

の
大
規
模
復
旧
工
事
２
件

の
負
担
金
額
の
変
更
を
決

め
た
。

　

専
決
処
分
３
件

①
出
産
育
児
一
時
金
を
引

き
上
げ
る
た
め
の
国
民
健

康
保
険
条
例

②
国
保
税
の
課
税
限
度
額

を
引
上
げ
る
た
め
の
※
国

保
税
条
例

③
町
営
住
宅
家
賃
の
悪
質

滞
納
者
に
支
払
い
督
促
を

申
立
て
し
て
い
た
件
の
和

解
を
成
立
す
る
た
め
の

３
件
を
承
認
し
た
。

第
２
回
臨
時
会

第
２
回
臨
時
会

第２回定例会

※国保会計：世羅町国民健康保険事業特別会計
※国保税条例：世羅町国民健康保険税条例

全員協議会　町道現地視察　
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